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○福岡県職業能力開発促進条例施行規則 

平成二十五年一月二十五日 

福岡県規則第一号 

福岡県職業能力開発促進条例施行規則を制定し、ここに公布する。 

福岡県職業能力開発促進条例施行規則 

（趣旨） 

第一条 この規則は、福岡県職業能力開発促進条例（平成二十四年福岡県条例第六十号。以

下「条例」という。）の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（用語） 

第二条 この規則において使用する用語は、法及び職業能力開発促進法施行規則（昭和四十

四年労働省令第二十四号）並びに条例において使用する用語の例による。 

（訓練科） 

第三条 本県が設置し、又は管理運営する公共職業能力開発施設（以下単に「公共職業能力

開発施設」という。）の普通課程又は短期課程の訓練科は、福岡県行政組織規則（昭和三

十四年福岡県規則第六十六号）第百十一条の表の訓練科の欄及び同規則第百十四条の表の

訓練科の欄に定めるとおりとする。 

２ 前項の訓練科のうち職業能力開発校に係る訓練については、知事が別に定めるところに

より行うものとする。 

（休校日） 

第四条 公共職業能力開発施設の休校日は、次のとおりとする。ただし、天災その他やむを

得ない場合であって知事が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時休校することが

できる。 

一 日曜日及び土曜日 

二 国民の祝日に関する法律（昭和二十三年法律第百七十八号）第二条に規定する休日 

三 十二月二十九日から翌年の一月三日まで 

四 前各号に掲げる日のほか、知事が休校日と定めた日 

（訓練生の募集） 

第五条 知事は、訓練生の募集に当たっては、募集要項を作成し、これを公共職業能力開発

施設内に掲示するとともに、募集に必要な措置を講じなければならない。 

（入校手続） 

第六条 条例第八条の規定により知事の許可を受けようとする者（以下「応募者」という。）
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は、入校願書（様式第一号）に次に掲げる書類を添えて、これを知事に提出しなければな

らない。ただし、第二号に掲げる書類の提出については、障害者職業能力開発校への応募

者に限る。 

一 最終出身学校の卒業を証明する書類（当該学校が、天災、火災等に遭って、当該書類

を取得することができない場合その他知事が当該書類の提出の省略を認める場合を除

く。） 

二 健康診断書（様式第二号。ただし、応募者が学校教育法（昭和二十二年法律第二十六

号）第一条に規定する学校に在学中のときは、当該学校長の健康診断に係る証明をもっ

て代えることができる。） 

三 写真（入校願書の提出前六月以内に撮影した上半身、脱帽、正面向、縦四・〇センチ

メートル、横三・〇センチメートルのもの） 

四 その他知事が必要と認める書類 

２ 前項の規定にかかわらず、入校願書及び前項各号に掲げる書類は、応募者の住所を管轄

する公共職業安定所長（以下「安定所長」という。）を経由して提出することができる。 

（入校の許可等） 

第七条 知事は、応募者につき、安定所長と協議して選考を行うものとする。 

２ 前項の選考は、書類審査、筆記考査若しくは面接又はこれらの方法を併せて用いること

により、訓練生としての適性を判定して行う。 

３ 知事は、前二項の選考の結果に基づき入校を許可し、その旨を当該入校を許可された者

及び安定所長に通知するものとする。 

（誓約書等） 

第八条 前条第三項の規定により入校を許可された者は、入校する際に誓約書（様式第三号）

及び健康診断書を知事に提出しなければならない。ただし、健康診断書について、短期課

程の普通職業訓練を受ける者（障害者職業能力開発校への入校を許可された者を除く。）

は、知事が特に定めた場合には、その提出を省略することができる。 

（欠席届） 

第九条 訓練生は、病気その他の理由により欠席しようとするときは、あらかじめ欠席届（様

式第四号）を知事に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、

事後に提出することができる。 

２ 訓練生は、欠席が五日以上にわたるときは、医師の診断書その他欠席の理由を明らかに

した書面を欠席届に添えて提出しなければならない。 
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（退校願等） 

第十条 条例第九条の規定により知事の許可を受けようとする訓練生は、退校願（様式第五

号）を知事に提出しなければならない。 

２ 知事は、条例第九条の規定により公共職業能力開発施設の訓練生の退校を許可した場合

は、その旨を当該退校を許可された訓練生に通知するものとする。 

（障害者職業能力開発校の訓練生の退校等） 

第十一条 障害者職業能力開発校の訓練生については、福岡県公の施設の設置及び管理に関

する条例（昭和三十九年福岡県条例第五号）第六条及び第二十二条の規定を準用する。 

（安定所長への通知） 

第十二条 知事は、公共職業能力開発施設の訓練生が退校した場合は、その旨を安定所長に

通知するものとする。 

（進級及び修了証書） 

第十三条 知事は、試験の結果その他の評価により訓練生の保有する技能及びこれに関する

知識の程度が進級に値すると認められる場合に当該訓練生を進級させるものとする。 

２ 知事は、所定の課程を修了した訓練生に対し修了証書（様式第六号）を交付するものと

する。 

（訓練生指導要録の作成） 

第十四条 知事は、訓練生の訓練期間中の状況を記録するため、訓練生指導要録を別に定め

るところにより作成しなければならない。 

（表彰） 

第十五条 知事は、所定の課程を修了した訓練生であって、他の模範となるものを表彰する

ことができる。 

（補則） 

第十六条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。 

（福岡県高等技術専門校等運営規則等の廃止） 

２ 次に掲げる規則は、廃止する。 

一 福岡県高等技術専門校等運営規則（昭和四十五年福岡県規則第七号） 

二 福岡県技能労働者等訓練援助規則（昭和四十年福岡県規則第四十七号） 
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附 則（平成二九年規則第二七号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成三一年規則第一〇号）抄 

（施行期日） 

１ この規則は、平成三十一年五月一日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際現にある旧様式による用紙は、当分の間、なお所要の修正をして使

用することができる。 

附 則（令和三年規則第二六号） 

この規則は、公布の日から施行する。 
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